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令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 食品の安全確保推進研究事業 

食品行政における国際整合性の確保と食品分野の国際動向に関する研究 

研究分担報告書 

｢コーデックスにおける組織横断型・ガバナンス問題に関する研究 

およびリスクコミュニケーション｣ 

研究分担者 松尾 真紀子 東京大学 公共政策学連携研究部 

 

 本研究は、研究期間を通じて以下を目的とする；①コーデックス一般原則部会

（CCGP）等コーデックスの横断的な問題を中心として、国内外の食品安全に関するト

ピック・課題等を抽出・整理・適宜政策提言する；②食品安全に関するシンポジウム

等を開催し、国内の多様な主体に対して海外や日本の状況に関するリスクコミュニケ

ーションを行うことで広い意味でのネットワーク構築につなげる。 

一つ目の CCGP におけるプロセス分析とガバナンス上の課題については、今年度中

に CCGP の開催が無かったので今年度は実施していない（次回の CCGP は 2022 年後
半に開催予定とされている）。 

二つ目のリスクコミュニケーションとネットワーク構築については、本年度は、2021

年 9 月 9 日に、本研究班主催、厚生労働省、農林水産省、東京大学未来ビジョン研究セ

ンターの共催で、「今後の衛生管理に果たす HACCP の役割－コーデックスからのメッセ

ージと国内完全施行の先」をオンラインで開催した。これは、2020 年に、コーデックス

委員会で食品衛生の一般原則（HACCP を含む）が改訂され、また、日本では食品衛生

法に基づく HACCP に沿った衛生管理が 2021 年 6 月 1 日完全施行されたことを受けて行

ったものである。同シンポジウムでは、HACCP 先進国の米国の行政官であり、コーデ

ックスの CCFH 議長でもある Esteban 氏、コーデックスの食品衛生一般原則の改訂の議

長も務め昨年コーデックスの議長となった Wearne 氏の、両氏のビデオメッセージを届

け、国内の行政・アカデミア、業界の第三者認証の動きに詳しい専門家等に講演をいた

だいた。昨年（2021 年）開催された国連食料システムサミットに代表されるように、近

年は食品をめぐる様々な課題をフードシステム全体で取り組む必要性が強く求められ

る。HACCP に基づく衛生管理の考え方は、トップダウン的な管理ではなく、むしろ食

品安全にかかわる様々な主体が、フードチェーンやフードシステム全体を踏まえて、自

律的・能動的に取り組むことが求められる、という点でこの動きに非常に合致している。

そしてこうした考えは、シンポジウムでも強調された「食品安全文化」や、WHO が世

界食品安全の日で謳った、「フードセーフティーはみんなの仕事」 の精神にも通じるも

のである。なお、昨年に引き続き、コロナ禍でのイベント開催となったためにオンライ

ンでの会場からの配信イベントとなったが、当日はおよそ 400 名以上の参加があった。 
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A．研究目的 

 本研究は研究期間に、以下の⼆つの活
動を⾏う。⼀つは、コーデックスの⼀般原
則部会（CCGP）の重要トピックにつき、
合意形成プロセスにおける論点を、国際政
治・公共政策学的観点から分析し、各国の
ポジションや利害関係の把握と論点の整理
分析を⾏う。CCGP はコーデックスのすべ
ての部会に横断的にかかわる⼿順や⼀般事
項について付託を受けた場合に検討を⾏う
部会1であり、特にコーデックスのガバナン
ス上の課題を検討するうえで重要な部会で
ある。したがって、そこにおける議題につ
いて、⽇本の戦略的なコーデックス対応に
資する情報ベースの整理分析を⾏う。 

もう⼀つは、国際・国内のシンポジウム
の開催等により、国内外の⾏政、業界、ア
カデミア、消費者団体等、多様な主体との
交流の機会を設け、広い意味でのリスクコ
ミュニケーションとネットワーク構築を図
ることである。これにより、議論の連携、
国内におけるコーデックス活動に対する認
識と⽀持の向上を得ることを⽬的とする。 

 

 
1 Procedural Manual に記載されている

CCGP の TOR は以下（Procedural Manual よ
り）。 
To deal with such procedural and general 
matters as are referred to it by the Codex 
Alimentarius Commission, including: 
 - the review or endorsement of procedural 
provisions/texts forwarded by other subsidiary 
bodies for inclusion in the Procedural Manual 
of the Codex Alimentarius Commission; and 
 - the consideration and recommendation of 
other amendments to the Procedural Manual. 

B．研究方法 

B.1 CCGP におけるプロセス分析 

⼀つ⽬の CCGP におけるプロセス分析と
ガバナンス上の課題については、前研究班
以来（平成 26 年度〜）継続的に分析を⾏っ
てきたところである2。具体的には、会議に

 
2 CCGP におけるこれまでの議論の経緯に

ついては、以下の平成 26 年度から令和 2
年度の報告書参照（なお、平成 29 年度およ

び令和元年度については CCGP の部会が閉

会となったため議論はなされなかった）。 
松尾真紀子（2021）「コーデックスにおける

組織横断型・ガバナンス問題及びリスクコ

ミュニケーション」『厚生労働科学研究費補

助金（食品の安全確保推進研究事業）国際

食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛生

規制の国際化戦略に関する研究、令和 2 年

度分担研究報告書』pp.352-397。 
松尾真紀子（2020）「コーデックスにおける

組織横断型・ガバナンス問題及びリスクコ

ミュニケーション」『厚生労働科学研究費補

助金（食品の安全確保推進研究事業）国際

食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛生

規制の国際化戦略に関する研究、令和元年

度分担研究報告書』pp.374-389。 
松尾真紀子（2019）「コーデックスにおける

組織横断型・ガバナンス問題及びリスクコ

ミュニケーション」『厚生労働科学研究費補

助金（食品の安全確保推進研究事業）国際

食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛生

規制の国際化戦略に関する研究、平成 30
年度分担研究報告書』pp. 535-567。 
松尾真紀子（2017）「コーデックス一般原則

部会における交渉プロセス及びガバナンス

課題分析」『厚生労働科学研究費補助金（食

品の安全確保推進研究事業）国際食品規格

策定プロセスを踏まえた食品衛生規制の国

際化戦略に関する研究、平成 28 年度分担研

究報告書』pp. 250-261。 
松尾真紀子、江津爽「コーデックス一般原

則部会における交渉プロセス及びガバナン

ス課題分析」『厚生労働科学研究費補助金

（食品の安全確保推進研究事業）国際食品

規格策定プロセスを踏まえた食品衛生規制
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先⽴って回付される討議⽂書、採択された
議事録の等の整理・分析を⾏う。なお、今
年度は CCGP の開催が無かった（次回の
CCGP は 2022 年後半に開催予定とされてい
る）。 

 

B.2 リスクコミュニケーションとネット

ワーク構築 

⼆つ⽬のリスコミニケーションとネット
ワーク構築については、専⾨家や実務家・
⾏政担当者等を国内外から招いて、業界関
係者や広く⼀般を対象に、直接話しを聞き、
質疑等を⾏う場を設ける形で展開している。
平成 25 年度以来、継続的に取り組んでいる
（過去の取り組みについては、添付資料１．

これまで厚生労働省の研究班が主催してき

たコーデックスイベントの一覧を参照）。 

本年度は、2020 年に、コーデックス委員

会で食品衛生の一般原則（HACCP を含む）

が改訂され、また、日本では食品衛生法に

基づく HACCP に沿った衛生管理が 2021 年

6 月 1 日完全施行されたことを受けて、2021

年 9 月 9 日に、本研究班主催、厚生労働省、

農林水産省、東京大学未来ビジョン研究セ

ンターの共催で、「今後の衛生管理に果たす

HACCP の役割－コーデックスからのメッ

セージと国内完全施行の先」をオンライン

 
の国際化戦略に関する研究、平成 27 年度

分担研究報告書』pp. 199-287。 
松尾真紀子、浅田玲加、岩崎舞、鬼頭未沙

子「コーデックス一般原則部会における交

渉プロセス及びガバナンス課題分析」『厚生

労働科学研究費補助金（食品の安全確保推

進研究事業）国際食品規格策定プロセスを

踏まえた食品衛生規制の国際化戦略に関す

る研究、平成 26 年度分担研究報告書』

pp.273-282。 

で開催した（当日の発表者の資料は、添付

資料２．登壇者資料を参照）。なお、本シン

ポジウムの内容については、本報告書の講

演記録をもとに、『食品衛生研究』にも一般

向けに要約して掲載し、広く周知した3。 

 

C. D. 結果及び考察：リスクコミュニケ

ーションとネットワーク構築 

 

１．シンポジウムの内容 

具体的な進行は以下の通りである。全体

の司会は松尾真紀子（東京大学 公共政策大

学院）により進めた。はじめに、本研究班

代表の渡邉敬浩氏（国立医薬品食品衛生研

究所 安全情報部 第一室長）より開会挨拶

を行った後、第一部では、コーデックス食

品衛生部会（CCFH: :Codex Committee on 

Food Hygiene）の議長の Emilio Esteban 博士

（USDA: 米国農務省）及び、コーデックス

委員会の副議長（次期コーデックス委員会

議長）で CCFH の食品衛生の一般原則改訂

の作業部会議長国の Steve Wearne 氏（FSA: 

英国食品基準庁）からビデオメッセージを

いただいたうえで、本研究班の豊福肇教授

（山口大学）より、コーデックスの食品衛

生の一般原則改訂の具体的内容についての

ご講演いただいた。続く第二部では、日本

の HACCP 制度や食品産業における意義や

 
3 松尾真紀子 豊福肇 扇屋りん 渡邉敬浩

（2021）「シンポジウム開催報告「今後の衛

生管理に果たす HACCP の役割―コーデッ

クスからのメッセージと国内完全施行の先

（The Role of HACCP in Future Food 
Hygiene Management─A Message from 
Codex Alimentarius Commission and the Road 
to full Implementation in Japan）」『食品衛生

研究』Vol.72, No.2, pp.31-39 
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取り組みについて、行政の立場から三木朗

氏（厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視

安全課長）、道野英司氏（農林水産省大臣官

房審議官）、そのほか民間・食品産業の立場

から、湯川剛一郎氏（湯川食品科学技術士

事務所 所長、FSSC 22000 日本代理人）、鶴

身和彦氏(公益社団法人日本食品衛生協会、

公益事業部長)にご講演いただいた。なお、

当日はおよそ 4004名以上の参加があった。 

以下、シンポジウムの概要について紹介

する。なお、発表者の各報告・発言は各発

表者の個人的な見解としてなされたもので

ある。また、本報告は当日の上記発表者に

よる発表・発言を筆者の理解に基づき整理

したものである。 

 

(1) 第 1 部 

① Dr. Emilio Esteban （ CCFH 議 長 、

USDA：米国農務省）「改訂されたコーデッ

クス食品衛生の一般原則ガイドラインにつ

いての見解」（ビデオメッセージ） 

Dr. Emilio Esteban 氏は、米国農務省食品

安全検査局（FSIS）の Chief Scientist であり、

2012 年からはコーデックス食品衛生部会

の議長を務めている。米国では 1995 年に

FSIS が病原体削減及び HACCP 規則を発表

し、規制対象となるすべての施設に対して

HACCP システムを導入することを義務付

けるなど、早くから取り組みが開始されて

いた。Esteban 氏自身、FSIS 及び CCFH 議

長として経験を通じて、HACCP に取り組

んできた。HACCP では、食品事業者が製

品に影響を与える可能性のあるハザードを

 
4 zoom ウェビナーと youtube 配信のユニー

クユーザーの視聴者数に基づくので参考値。 

特定する責任を持ち、ハザードを未然に防

ぐための食品安全システムを構築すること

が重要と指摘した。 

コーデックスでは、1969 年に食品衛生の

一般原則がガイドラインとして策定されて

以降、1997 年と 2003 年に改訂が行われ、

今回の 2020 年の改訂が最新版となる。ビデ

オメッセージでは、今回の一般原則ガイド

ラインの改訂版のポイントとして以下の 5

点が論じられた。まず第 1 点は、ガイドラ

インが今日の食品生産システムにきちんと

対応することである。食生活、消費者のニ

ーズ等の変化に応じて、生産・調理・保管・

流通の技術が新しくなっているので、そう

した変化に対応する必要性である。第 2 点

は、こうした今日の食品生産システムの課

題に対応するだけでなく、将来の課題にも

柔軟に対応できる仕組みが必要で、そのた

めにガイドラインに柔軟性を持たせるとと

もに常に更新していく必要がある。第 3 点

は、ガイドラインの包括性を確保すること

である。業種、規模にかかわらず様々な食

品事業者を包含する設計が肝要である。第

4 点は、測定の重要性である。HACCＰシス

テムの性能を文書化して検証、確認できる

ようにした。第 5 点は、実用的で実行可能

であること、である。 

また、このガイドラインの重要な強みと

して 3 点が論じられた。第 1 に、上記と重

複するが、すべての食品事業者に、共通の

ガイドラインを提供した点である。HACCP

計画を作成すことで、客観的なハザードの

特定とコントロールが可能となり食品の安

全確保に結びつく。第 2 に、このガイドラ

インにより、規制当局も一貫した基盤を持

つこととなる。ガイドラインの焦点は、食



488 
 

品安全という目的を達成するプロセスでな

く「結果」にあり、HACCP 計画の策定で

は食品事業者と規制当局の継続的な協議が

必要となる。第 3 に、優良衛生規範 (GHP)

と HACCP システムの関係性を明確にした

点である。これにより業種や製品ごとの規

範を確立するための基盤となる。 

最後に、HACCP の実践においては、義

務的・トップダウン的に行うのでなく従業

員が自律性と当事者意識を持つことで「食

品安全文化」が根付くと指摘した。つまり、

当事者全員が最終製品の安全性と品質を積

極的に改善するシステムへの移行が重要で、

最終目的への到達方法を示すものではない

とした。こうしたことを成功させるカギは

関係者間でのコミュニケーションであり、

そうしたことが弾力的で生産性の高い、信

頼できるフードシステムに結びつくとした。 

 

②Steve Wearne 氏（コーデックス副議長、

FSA：英国食品基準庁）「Codex 食品衛生の

一般原則の改訂ーコーデックス委員会副議

長及び改訂作業部会議長としての見解」（ビ

デオメッセージ） 

 Steve Wearne 氏はコーデックス副議長

（次期議長）で、FSA の国際関係のディレ

クターを務めている。国際分野の規格策定

については 15 年以上の経験がある。Wearne

氏からは、今回の一般原則の改訂に電子作

業部会の議長として携わった英国の経験を

もとに、自身の洞察として以下の 4 点につ

いて述べた。 

第 1 に、加盟国が妥協と同意を見つける

ために協力して作業しなければ、多国間共

通の文書の採択は不可能な点である。第 2

に、現在の様々な新たな潮流や考え方を反

映させる改訂の必要性である。例えば、今

回 GHP（優良衛生規範）と HACCP 原則の

関係に関するガイダンスの策定や、定義の

見直し、文書のフローをより論理的で有用

でわかりやすくするため再構成をした。ま

た、重要な基本概念として食品安全文化の

重要性が導入された。この実現においては

コミットメント、リーダーシップ、コミュ

ニケーション、およびリソースが必要であ

ることが認識されている。第 3 に、コーデ

ックス文書のレビューと改訂では、単に現

状に合わせたアップデート・改訂に留まら

ず、新しい課題を予測し、コーデックス文

書の堅牢性、常に意味のあるものにする必

要性がある。例えば今回、水に関してリス

クベースのアプローチをとることとしたが、

これも将来的な課題の事前対処と言える。

第 4 に、コーデックスの文書は任意の文書

であることから加盟国が実際に実施するた

めの橋渡しが重要となる。そのためにも、

食品事業者が適切な食品衛生原則を実施す

るために必要な支援と指導について検討が

必要となる。食品の安全性、食品安全文化、

考え方、慣行を、すべての食品事業者に浸

透させ、定着させていくことも重要である

とした。つまり世界の食品安全デーのキャ

ッチコピーである「食品安全はみんなの仕

事」であることを各々が認識することが重

要であるとして、メッセージを締めくくっ

た。 

 

③豊福 肇 （山口大学 共同獣医学部 教授） 

「コーデックス委員会の食品衛生の一般原

則の改訂の要点と日本の食品事業者に求め

られる対応」 

 当研究班の分担研究者でもある豊福肇教
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授は、山口大学で獣医公衆衛生学、獣医疫

学を担当している。1985 年に厚生省に入省

後、WHO の JEMRA への出向、国立保健医

療科学院国際協力研究部上席主任研究官等

を経て、2013 年から現職である。この間、

1997 年から今日まで、CCFH に連続して参

加している。講演では、改訂されたコーデ

ックス委員会の食品衛生の一般原則5の具

体的な中身について、現場における議論や

背景なども含めて解説された。 

同文書の改訂のきっかけは、2013 年に開

催された CCFH において、フィンランドが

General Principle of Food Hygiene（GPFH）

と HACCP 附属文書の改訂を見据えて、ワ

ークショップの開催を提案したことにあっ

た。食品衛生の一般原則は策定されたのが

1969 年で、その後も何度か改訂があったも

のの、米国等をはじめとする各国における

HACCP の経験の蓄積も踏まえて、改定の

必要性が認識されるようになっていた。具

体的には、① General Principle of Food 

Hygiene （GPFH）と HACCP の関係性の明

確化の必要性、②食品事業者（FBO）が

HACCP を実施する上での指針（ハザード

分析や CCP 決定等における）の必要性、③

食品工程の安全性評価におけるハザード分

析の重要性をきちんと位置づけることの必

要性、④  validation （妥当性確認）と

verification（検証）の違いの明確化の必要

 
5 GENERAL PRINCIPLES OF FOOD 
HYGIENE, CXC 1-1969, Adopted in 1969. 
Amended in 1999. Revised in 1997, 2003, 
2020. Editorial corrections in 2011  
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentariu
s/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F
%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fco
dex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%
252FCXC_001e.pdf 

性、⑤HACCP 付属文書をよりユーザーフ

レンドリーな形にする必要性、があったと

指摘された。 

まず今回の改訂では、文書の全体構成も

再構成されたことが指摘された。全体構成

は、共通の事項としての序章と、第 1 章の

GHP（Good Hygiene Practice）と、第 2 章の

HACCP システムのガイドラインの３つの

パートに再構成された。 

序章では、文書全体の共通事項として目

的や定義が記されている。この部分での主

要な変更点としては、①「食品安全文化」

や食品安全へのマネジメントコミットメン

トの重要性の追加ほか、②定義の部分で、

その見直しと新たな用語の追加、③一般原

則の導入、④「より注意が必要な GHP

（requires Greater Attention）」の概念の導入、

等が挙げられた。まず、一点目の「食品安

全文化」に関しては、日本ではあまりなじ

みがない言葉であるが、例えば、FDA のフ

ランク・ヤネス（Frank Yiannas）氏が『Food 

Safety Culture』という本を出版するなど、

昨今欧米では重要な概念となってきている。

文書の中では、食品衛生システムの成功は

人の行動（behaviour）にかかっているとし

て、すべての従業員を正しい方向に向かわ

せるリーダーシップの重要性も記されてい

る。これは日本で言えば、食品安全確保に

対する「社風」ともいえると指摘された。

つまり、マニュアルにあるから実施すると

いうものではなく、当たり前のこととして

衛生習慣を身に着けていくことが、食品安

全文化の肝要な部分であるとされた。 

次に定義については、HACCP の定義が
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なくなり、HACCP Plan6、HACCP System7等

新たな用語が追加された。また、ハザード

の定義が修正されてわかりやすくされ、「重

要なハザード（Significant Hazard）」の定義

8が新たに設けられた。また、GHP と HACCP

の両方の概念を合わせて用いる際に使われ

る言葉として、「Food Hygiene System」の定

義が追加された。 

序章に「一般原則」が新設され、その内

容についても紹介された。①食品安全及び

適切性は、科学に基づく予防的アプローチ

（例、食品衛生システム）を用いてコント

ロールすべき。GHP は汚染物質の存在を最

小にできる環境で製造及び取り扱われるこ

とを保証すべき。②適切に適用された PRP

（GHP を含む）は効果的な HACCP システ

ムの土台となる、③各 FBO は原材料、その

他の原材料、製品、調理工程、食品が製造

または取り扱われる環境に関連するハザー

ドを認識すべき、④食品、食品プロセスの

性質、可能性のある健康に対する悪影響に

よってはハザードをコントロールするのに

GHP（GHP with Greater Attention を含む）

の適用で十分な場合もある。しかし GHP

の適用だけでは不十分な時には、GHP と

CCP における管理手段の組合せを適用す

べき、⑤許容される食品安全レベルを達成

 
6 食品ビジネスにおいて重要なハザードの

コントロールを保証するため HACCP の原

則に従って作成された文書（文書のセット） 
7 HACCP プランの作成、および当該プラ

ンに従って手順を実施すること 
8 ハザード分析によって特定されるハザー

ドで、コントロールのない状態では、許容

できないレベルまで発生することが合理的

に考えられ、食品の意図する用途のため、

そのコントロールが必須なハザード 

するのに必須の管理手段は科学的に妥当性

確認されるべき、⑥管理手段の適用は食品

の性質及び事業のサイズに応じて、モニタ

リング, 改善措置, 検証および文書化の対

象となる、⑦食品衛生システムの修正の必

要性を検討するレビューを定期的に行うべ

き。またハザードまたは管理手段に影響し

うる重要な変更（新規の工程・原材料・製

品・装置等の導入、新しい科学的知見が得

られる等）が生じた場合は常に実施するべ

き、⑧フードチェーン全体を通じて食品安

全と適切性を保証するため、すべての関係

者と、食品及び食品プロセスに関する適切

なコミュニケーションを維持すべき 

GHP については第 7 節で特筆すべき点と

して、アレルゲンに関連する事項が盛り込

まれたことが指摘された。アレルゲンの管

理は、単にアレルゲン表示をしておけばよ

いというものではなく、生産工程すべてに

おいて包括的な管理をすることが求められ

る。日本のアレルゲンに関するリスク管理

をこうした世界的な基準に合わせるには、

今後相当な意識改革と制度的な努力が求め

られると指摘された。その他、Wearne 氏か

らも指摘のあった目的に適した水の概念が

導入された。 

次に HACCP に関する重要な点としては、

ハザード分析の重要性を明確にした点と、

妥当性確認と検証それぞれについて明確化

した点が指摘された。 

また、今回新たに導入された概念として

GHP requires Greater Attention（より注意が

必要な GHP）があるが、これは、例えば調

理済食品に直接接触する器具や作業台表面

は製造室の壁や天井の清掃よりもより大き

な配慮が必要で、そうした箇所にはより重
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点的なモニタリングや検証が求められると

いうものである。 

 今回の改訂についてまとめると、食品衛

生の一般原則と HACCP について大きな変

更があるというよりはその関係性を明確化

した点、共通部分に一般原則および食品安

全文化を含むマネジメントコミットメント

が追加された点、HACCP 部分ではハザー

ド分析、CL 設定、モニタリング、改善措

置等に追加の指針が加わった点、妥当性確

認（Validation）と検証（ Verification）の明

確化がなされた点、であり、日本が行って

いる HACCP の制度化と一致しているとし

て報告を終えた。 

 

(2) 第 2 部 

①三木 朗（厚生労働省医薬・生活衛生局食

品監視安全課長）「厚生労働省における

HACCP 制度化への取り組み」 

三木朗氏は、1989 年に厚生省に入省、さ

いたま市食品安全推進課長、輸入食品安全

対策室長、内閣府参事官併任、横浜検疫所

輸入食品・検疫検査センター長等を経て、

2019 年から現職である。報告では、HACCP

に関する厚生労働省の取り組みについて話

題提供をしていただいた。 

まず、HACCP に沿った衛生管理の制度

化の経緯が紹介された。日本では、平成 7

年に総合衛生管理製造過程の承認制度が創

設された。これは規格基準のある食品を対

象に品目ごとに承認する制度で、コーデッ

クスの７原則 12 手順に基づく HACCP 対応

を求めるものである。平成 15 年に更新制が

導入（3 年間有効）され、現在（令和 3 年 3

月）、大規模事業者を中心に 202 施設 298

品目が承認されている。平成 26 年には、段

階的な HACCP の導入を目的として、選択

制（従来の基準か HACCP による衛生管理）

が導入された。しかし中小企業事業者への

普及が課題となっていた。オリンピック・

パラリンピックを控え、食の環境変化や国

際標準化を念頭に、平成 30 年に食品衛生法

が改正され、HACCP に沿った衛生管理が

制度化された（令和２年６月施行、1 年間

の経過措置期間を経て、令和３年６月１日

完全施行）と説明された。 

国内制度については大きく、①大規模事

業者やと畜場等を対象とする、食品衛生上

の危害の発生を防止するために特に重要な

工程管理するための取組（HACCP に基づ

く衛生管理）と、②小規模事業者を対象と

する、取り扱う食品の特性等に応じた取組

(HACCP の考え方を取り入れた衛生管理)、

の二つの立て付けとなっている。 

衛生管理の実施に当たっては、衛生管理

の基準を厚生労働省令で規定し、自治体間

の運用の平準化を図っている。①一般的な

衛生管理に関すること（省令 66 条の２ 別

表 17）と、いわゆる HACCP に関連する②

食品衛生上の危害の発生を防止するために

特に重要な工程を管理するための取組(省

令 66 条の２ 別表 18)、の二本立てとなっ

ている。後者はコーデックスの HACCP７

原則と「HACCP システムの適用に関する

ガイドライン」に基づく内容となっている

とされた。 

HACCP の実施に際し、小規模営業者等

は、業界団体が作成して厚生労働省が確認

した「手引書」に基づいて対応する。その

「手引書」は、食品等事業者団体が農林水

産省等の支援を受けながら作成し、厚生労

働省の食品衛生管理に関する技術検討会で
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専門家が確認し、必要に応じて厚労科研等

も用いて策定される。令和 3 年現在、全部

で 113 業種（内訳は、製造加工関係は 88

業種、調理・販売等ほかの関係は 25 業種）

の手引書が策定されており、厚生労働省ウ

ェブサイトで公開されている。厚生労働省

では今後も引き続き整理の取り組みを行う

とされた。 

施行の留意点としては、HACCP に沿っ

た衛生管理の制度化は、施設や設備（ハー

ド）の新設や変更を求めるものでなく、あ

くまで衛生管理の手法（ソフト）であるこ

と、衛生管理の実施はこれまでと同様、営

業許可の更新時や保健所による定期的な立

入り等の機会に食品衛生監視員が確認する

こと、第三者認証の取得は義務ではないこ

と、等が挙げられた。 

また、監視指導については、「食品衛生に

関する監視指導の実施に関する指針」を一

部改正（令和 2 年 3 月告示）して、国が「手

引書」の整備を進めること、食品衛生監視

員は小規模営業者が HACCP に沿った衛生

管理に取り組めるようきめ細かい指導を行

うこと、などが盛り込まれた。一般的な衛

生管理と HACCP に基づく衛生管理の項目

が確認できるよう「食品衛生監視票」も改

訂（令和 3 年 3 月通知）された。 

最後に今後の厚生労働省の取り組みとし

ては、以下の点に注力していくことが論じ

られた。①小規模事業者等が手引書の内容

を着実に実施できるよう支援すること、②

自治体の食品衛生監視員が的確に助言･指

導、検証できるよう人材育成に努めること、

③科学的データに基づいた管理手段を講じ

られるよう、厚生労働科学研究等の成果の

活用も促進していくこと、④ＨＡＣＣＰの

実施導入状況の実態把握にも努めること。 

 

②道野 英司（農林水産省大臣官房審議官）

「農林水産物・食品の輸出促進について」 

 道野英司氏は、1986 年に厚生省入省後、

輸入食品安全対策室長、内閣府参事官併任、

農林水産省消費・安全局消費者情報官、厚

生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課

長等を経て、2019 年から現職。現在輸出先

国との 2 国間交渉、輸出事業者支援、改正

食品衛生法の施行の支援などを担当してい

る。 

報告では、①農林水産業・食品産業の輸

出の現状と国による支援、②HACCP が食

品安全管理の「見える化」、「最適化」のツ

ールでありグローバルスタンダードである

点、③実際輸出を行う際にはさらに上乗せ

規制の対応が必須である点、④輸出に対応

しつつ国内制度のあり方について検討する

必要性、の 4 点について話題提供すること

が述べられた。 

 まず、農林水産物・食品の輸出額に関し

ては、コロナ禍においても伸びており、今

年度については目標の 1 兆円も射程にある

とされた。今後 2025 年には 2 兆円、2030

年には 5 兆円という目標が掲げられており、

ますます輸出促進が求められている。品目

としては、酒やウイスキー等のアルコール

飲料、牛肉、水産物（特にホタテ）が非常

に伸びている。他方で、食肉、水産食品な

ど特に動物性食品に関しては、各国規制が

厳しく、国内規制に加えて輸出対策が求め

られる。輸出促進に向けて「農林水産物及

び食品の輸出の促進に関する法律」が策定

され、国の取り組みが行われている。これ

により農林水産大臣を本部長とする農林水
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産物及び食品輸出本部が設置され、これま

で法的根拠がなかった、①輸出証明書の発

行、②生産区域の指定、③加工施設の認定

について法定化された。 

 次に、輸出を促進する上では、相手国の

要件に合わせる必要があり、国内の要件に

加えて上乗せの対応が必要となる点が強調

された。例えば牛肉については、厚生労働

省が食肉監視で検証の手法について通知を

出しているが、他国に輸出する際には厳格

な HACCP の検証、残留物質モニタリング

検査等のほか、アニマルウェルフェア等の

対応も必要となる。例えば EU のポジリス

制度は日本よりも厳しく、国内の一律基準

よりも厳しい検出限界値を求められる。ま

た EU に関しては HACCP 介入措置として

殺菌剤が使えないといったこともある。そ

のほか、水産食品についても、例えば EU

向けには、天然魚の漁船・加工船、養殖場、

市場に関しても公的な輸出指定としての認

定が必要とされるほか、二枚貝については

海域の指定が必要になる。さらに輸出衛生

証明書も必要とされる。また、昨今は中国

が衛生要件の変更し、内容的には国内規制

と変わらないものの、認定施設数が減少し

ている。輸出促進法第 17 条に基づく適合施

設の認定件数をみると、現状、牛肉、水産

とも国内の施設数からみると多くない点も

指摘された。例えば、牛肉については米国

15 施設、EU 11 施設、水産については米国

519 施設、EU95 施設である。加えて、EU

では 2021年 4月より新たな混合食品規制が

導入され、例えば出汁入りみそやラーメン

スープなどの少量動物食品を使っているも

のについても EU 向けに輸出できる認定施

設由来の原料を使用していることが求めら

れることも注意が必要となる。その他 EU

では 2022 年 1 月より AMR 対策として、畜

産水産分野に医療上重要な抗生物質が使え

なくなり、輸出国にも同様に求められる。

中国は 2021 年より輸入される食品の製造

等を行った企業の登録を求める「輸入食品

海外製造企業登録管理規定」が施行される。

その他、福島の原発事故により講じられた

諸外国の輸入規制は、緩和・撤廃される動

きもあるが（規制を設けた 54 の国・地域の

うち、40 の国・地域で撤廃）依然として継

続している国々もあり（14 の国・地域で継

続）それへの取り組みも必要であるとされ

た。 

 輸出促進に関する政府の活動としては、

輸出環境整備推進事業の中で、輸出手続の

円滑化、利便性の向上に関連するものとし

て実務担当者の増強や検査機器の導入にか

かわる支援、事業者による輸出環境課題の

解決に関連する支援がある。また、農林水

産物・食品の輸出拡大実行戦略のもと輸出

産地の登録も行っており、輸出産地の合計

は 1,227 産地となっているとされた。 

 

③湯川 剛一郎（湯川食品科学技術士事務所 

所長、FSSC 22000 日本代理人）「GFSI と

食品安全マネジメントシステム認証プログ

ラム」  

 湯川剛一郎氏は、1976 年に農林水産省に

入省、JAS 認証や食品表示行政等を担当し、

日本食品分析センターの参与、東京海洋大

学の大学院教授（2012 年）等を歴任し、2018

年から湯川食品技術士事務所所長で、同年

から FSSC 22000 日本代理人を兼務してい

る。報告では HACCP を含む認証スキーム

について世界食品安全イニシアティブ
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（Global Food Safety Initiative, GFSI）の活動

を中心にご紹介いただいた。 

GFSI は The Consumer Goods Forum 傘下

の食品安全の推進母体で、主要な構成員は

大手小売りや食品製造業で、日本からはイ

オンが理事構成員となっている。GFSI では

食品安全管理と保証の効率化を目的に、食

品安全認証スキームの運営、審査、ガイダ

ンス文書に適合するスキームの承認を行っ

ている。これは GFSI が承認したスキーム

のいずれかの認証を取得していれば、欧米

の主要な小売企業 8 社（カルフール、テス

コ、ウォルマート等）が共通して受け入れ

るとしたことで開始された。承認要件は

ISO やコーデックス等の国際規格に基づき、

専門家及びメンバーで決定される。 

こ う し た GFSI の 動 き に 応 じ て 、

ISO22000 や ス キ ー ム の 一 つ で あ る

FSSC22000 の活動も活発化している。

ISO22000 は、組織のマネジメントで

HACCP の運用を的確に行おうとするもの

である。また FSSC22000 は、2004 年に設

立されたオランダの財団（食品安全認証財

団 (The Foundation of Food Safety 

Certification)が所有するスキームであるが、

GFSI の動きに対応し、 ISO 22000 と食品

製造に関する一般衛生管理の基準である英

国規格協会(BSI)の PAS 220「食品製造にお

ける食品安全のための前提条件プログラ

ム」を組み合わせたスキーム FSSC 22000

を 2009 年に開発し、同年に GFSI より承認

された。その後も、例えば、前述の食品安

全文化について GFSI がスキームへ導入の

要求をすると、FSCC22000 のほうでもガイ

ダンス文書を発行するという対応がなされ

ている。FSCC22000 の認証数は 2 万 6 千件

ほどであるが、日本はそのうち 2800 ほどを

占めていて、中国に次ぎ世界で 2 番目の認

証数になっている。 

最後に、こうした安全確保に向けた動きの

GFSI の狙いとして、企業が行っていたサプ

ライヤー評価のための二社監査の外注化

（アウトソーシング）である点も指摘され

た。つまり、GFSI 承認スキームの監査報告

書をサプライヤー評価のための情報として

活用することである。現状では FSCC22000

は監査報告書を公表する予定はないとして

いるが、米国を中心とする SQF（ Safe 

Quality Food）や、ヨーロッパを中心とした

BRC はすでに評価成績をウェブサイトで

公表している。こうした GFSI の動きから、

食品安全の取り組みに関する情報が公開さ

れることで、サプライヤーが取引先からの

選択圧力にさらされる可能性があることが

指摘された。 

 

④鶴身和彦(公益社団法人日本食品衛生協

会、公益事業部長)「日本食品衛生協会にお

ける食品事業者への HACCP 実施の支援」  

 鶴身和彦氏は、食品企業、厚生労働省、

食品安全委員会事務局等において活動され、

2015 年より公益社団法人日本食品衛生協

会公益事業部長を務める。報告では、日本

食品衛生協会における HACCP への取り組

みについて紹介された。 

日本食品衛生協会は、昭和 23 年に設立さ

れ、各都道府県の食品衛生協会を会員とす

る全国組織である。日本食品衛生協会にお

ける HACCP 支援は、HACCP 認定の加速化

に向けて農林水産省による補助事業等を活

用して行っている。例えば、一般衛生管理、

HACCP 導入、妥当性確認・検証等に関し
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て、e ラーニング＋web（ライブ）による研

修を提供している。研修は遠方からもオン

ラインを活用した参加があり、好評を得て

いるとされた。また、HACCP 普及のため

のコンサルタント、指導者の養成に関する

研修も提供している。さらに、自治体向け

の HACCP 研修会や、食肉や水産に係る輸

出に係る研修等も実施している。これらに

加えて、基礎的な食品衛生、HACCP の基

礎となるような研修を e ラーニングで実施

している。1 講座 1,000 円ぐらいの有料講

座から農林水産省の補助事業による無料の

e ラーニングまで様々な研修・学習素材を

提供している。その他厚生労働省の委託事

業として、HACCP の義務化後の実施状況

等の調査を行っている。 

また、HACCP は認証を取るためのもの

ではないが、事業者にとっては積極的に食

の安心・安全に取り組んでいることを消費

者等にアピールするために第三者認証を取

ることも求められているので、日本食品衛

生協会では、五つ星事業を行っている。衛

生管理対策の実施状況を五つ星プレートと

して店A頭に掲示することで消費者の店選

びの目安になるよう実施している。 

最後に、日本食品衛生協会の根幹として

食品衛生指導員活動があり、食品衛生指導

員が保健所と協力して営業施設への食品衛

生巡回指導と説明を行っていることが紹介

された。 

 

２．シンポジウムを終えて 

 HACCP による食品の衛生管理は、欧米、

特に米国では、1990 年代からすでに取り組

まれてきた。経験の蓄積と昨今の食品安全

を取り巻く環境や技術的な急速な変化を踏

まえて、一昨年（2020 年）CODEX でもガ

イドラインが改訂された。企業でも HACCP

に基づく食品マネジメントが求められるよ

うになり、GFSI をはじめ第三者認証の動き

が活発化している。日本でも昨年（2021 年

6 月）食品衛生法に基づく HACCP に沿っ

た衛生管理が完全施行された。こうした時

宜をとらえて、HACCP 先進国の米国の行

政官であり、コーデックスの CCFH 議長で

もある Esteban 氏、コーデックスの食品衛

生一般原則の改訂の議長も務め昨年コーデ

ックスの議長となった Wearne 氏の両氏の

ビデオメッセージを届け、国内の行政・ア

カデミア、業界の第三者認証の動きに詳し

い専門家、そしてこうした動きを草の根レ

ベルに届ける食品衛生協会といったステー

クホルダーを招いて、イベントを実施でき

た意義は大きい。 

昨年（2021 年）9 月に国連食料システム

サミット（FSS：Food Systems Summit）が

ニューヨークで開催された。これまでも食

品安全のサミットが開催されたことはあっ

たが、食料フードシステムの観点から持続

性の確保を世界共通課題としてとらえる、

各国ハイレベルによる国際会議としては初

のサミットとされている9。こうした動きに

代表されるように、近年は食品をめぐる

様々な課題－食料安全保障、環境影響、食

品安全など－をフードシステム全体で取り

組む必要性が強く求められるようになって

いる。つまり単に自分が担っているフード

システムの一部だけでその一部の問題を考

 
9 農林水産省ウェブサイト「国連食料シス

テムサミット」
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kanr
en_sesaku/FAO/fss.html 
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えるのではなく、食品をめぐるシステム全

体の中に位置づけて、全体
．．

のエコシステム
．．．．．．．

として
．．．

主体的に考える
．．．．．．．

ことが求められてい

る。食品安全確保のアプローチもそうした

中に位置づけられていくだろう。その中で、

HACCP に基づく衛生管理の考え方は、ト

ップダウン的に管理するものはなく、むし

ろ食品安全にかかわる様々な主体がフード

チェーンやフードシステム全体を踏まえて

自律的・能動的に取り組むことが求められ

る、という点で非常にマッチしている。こ

うした考えは、食品安全文化10の形成につ

ながる。そして、これは WHO の 2020 年 6

月 7 日の世界食品安全の日（World Food 

Safety Day）でキャッチコピーとして謳われ

た、「フードセーフティーはみんなの仕事

（Food safety, everybody’s business）」11の精

神にも通じるものである。 

日本国内での食品安全、衛生確保ももち

ろんのこと、今回のシンポジウムで紹介さ

れたように、日本からの農林水産物の輸出

は急速な伸びを見せており、国としても輸

出促進の法律を整備するなど力を入れてい

る。その意味でも日本の衛生管理は国際標

準に適合するだけでなく、さらにはリード

 
10 食品安全文化については、Frank Yiannas 
氏(2008) による本 Food Safety Culture: 
Creating a Behavior-Based Food Safety 
Management System (Food Microbiology and 
Food Safety) がある。 
FSANZ でも、Food safety culture のウェブサ

イトが設置されるなど、食品安全文化への

関心も高まっている。 
https://www.foodstandards.gov.au/foodsafety/c
ulture/Pages/default.aspx 
11 厚生労働省ウェブサイト「フードセーフ

ティーはみんなの仕事」パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000632867.pd
f 

していくことが求められ、国内における食

品安全文化の意識の底上げも、今後は強く

求められていくだろう。 

イベントは、コロナ禍での開催となった

ため、昨年に引き続きオンライン開催（会

場から配信）となった。オンライン開催は、

直接の対面という機会が提供できないデメ

リットがあるものの、物理的会場の制約が

無いので、その分、より多くの聴衆に発信

することが可能である。今回はおよそ 400

名程度の視聴があり、この重要なメッセー

ジを周知することが可能となったという利

点もあった。またシンポジウムでのアンケ

ートでは、理解に貢献したことが示された

（非常に理解が深まった、ほぼ理解できた

と回答した人が合算で 92％12）。 

研究班では今後ともこうした活動にも注

力し、国内外の関係者とのリスクコミュニ

ケーション、ネットワーク強化に貢献して

いく。 

 

E．研究発表   

1. 論文発表 

松尾真紀子 豊福肇 扇屋りん 渡邉敬

浩（2021）「シンポジウム開催報告「今

後の衛生管理に果たす HACCP の役割

―コーデックスからのメッセージと国

内完全施行の先（The Role of HACCP 

in Future Food Hygiene Management

─ A Message from Codex 

 
12 視聴者へのウェブサイト上のアンケー

トで 151 件の回答があった。「本日のシンポ

ジウムを聞いて全体的に HACCP について

の理解が深まりましたか」、との問いに対し

て、「非常に理解が深まった」と 30％が回

答、「ほぼ理解できた」と 62.7％が回答。 
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Alimentarius Commission and the 

Road to full Implementation in 

Japan）」『食品衛生研究』Vol.72, No.2, 

pp.31-39 

 

2. 学会発表 

なし 
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添付資料１．これまで厚生労働省の研究班が主催してきたコーデックスイベントの一覧 
 

（1）H25~28年度 

 
 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
日時 2013 年 9 月 24 日（火） 13:00-16:00 小柴ホー

ル（東京大学本郷キャンパス内） 
2014 年 11 月 8 日（土） 9:30-12:30， 
東京大学小柴ホール 

2015 年 9 月 12 日（土）東京大学弥生講堂セイ

ホクギャラリー（東京大学農学部内) 
2017 年 3 月 14 日（火）東京大学本郷キャンパ

ス、弥生講堂セイホクギャラリー・東京大学農

学部内 
タイトル コーデックス委員会設立 50 周年国際シンポジ

ウム 国際食品規格の役割と日本−グローバル

社会における食品安全確保に向けて13 

国際シンポジウム「食品安全規格の国際調和と

その課題―コーデックス委員会の役割」14 
国際シンポジウム『食品安全国際規格（コーデ

ックス委員会）のあり方— ヨーロッパの視点か

ら』15 

「食品安全に関するシンポジウム～リスク評価

の国際的な取組みの紹介」16 

主 催 ・ 後

援・協力 
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター、

厚生労働科学研究費補助金 食品の安全確保推

進研究事業「国際食品規格策定に係る効果的な

検討プロセスの開発に関する研究」 【後援】 農
林水産省 

本研究班主催、東京大学政策ビジョン研究セン

ター、公共政策大学院 
後援：農林水産省 

本研究班主催、東京大学政策ビジョン研究セン

ター、公共政策大学院の主催、農林水産省の後

援 

厚生労働省主催、食品安全委員会・農林水産省

共催、東京大学政策ビジョン研究センター協力

で、本研究班が協賛 

プ ロ グ ラ

ム 
司会進行 松尾 真紀子（東京大学公共政策大学

院・政策ビジョン研究センター特任研究員）  
開会挨拶 城山 英明（東京大学公共政策大学院

副院長・政策ビジョン研究センターセンター

長・教授）  
パート 1.  
基調講演 1 Dr. Stuart Slorach (OIE APFSWG；動物

食品安全性評価ワーキンググループ議長、コー

デックス委員会元議長)   
基調講演 2 宮城島 一明 (WHO 食品安全・人畜

共通感染症部長)   
パート 2.パネルディスカッション  
話題提供 朝倉 健司（農林水産省消費・安全局 
農産安全管理課長）  

全体司会進行：松尾 真紀子（東京大学） 
開会挨拶：豊福肇（山口大学） 
基調講演 
Ms. Annamaria Bruno（コーデックス事務局）

「Codex とは」  
辻山弥生（農林水産省調査官、コーデックス副

議長）「国際交渉と Codex の関係」 
Mr Pisan Pongsapitch（農業コモディティおよび

食品規格基準局執行委員会副長官）「タイにおけ

るコーデックス対応及び国内食品規格への適

用」 
各部会報告 
CCFA（コーデックス食品添加物部会）の動向 

阪本和広（農林水産省）  

司会進行：松尾真紀子（東京大学） 
開会挨拶豊福肇（山口大学） 
基調講演 1 「Codex activity in EU」Eva Maria 
Zamora Escribano 欧州委員会 保健衛生・食品安

全総局 
基 調 講 演  2 「 Codex and WTO, from EU 
perspective」Ella Strickland 欧州委員会 保健衛

生・食品安全総務総局 
基 調 講 演  3 「 Codex from international 
perspective」Jerome Lepeintre 在北京欧州連合代

表部 
 
パネルディスカッションモデレーター： 
 松尾真紀子（東京大学公共政策大学院、政策ビ

基調講演「FAO と WHO が合同で運営する専

門家会議の役割、日本への期待」WHO 食品安全

部 部長 宮城島 一明 
セッション 1-(b) 
特別講演：食品のリスク評価に関するFAO/WHO
合同専門家会議に参加して日本が貢献出来るこ

と 
食品安全委員会 委員 吉田 緑 
国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部 客員

研究員 河村 葉子 
東京農業大学 応用生物科学部 教授 五十君 
靜信 
国際食品安全コンサルタント  山田 友紀子 
1 

 
13 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp130924.html 
開催報告 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp130924_rep.html 
14 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp141108.html 
開催報告 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp141108_rep.html 
15 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp150912.html 
開催報告 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp150912_rep.html 
16 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/201703/tg/3932 

開催報告 松尾真紀子、小島三奈「開催報告 食品安全に関するシンポジウム～リスク評価の国際的な取組みの紹介～」『食品衛生研究』Vol. 67, No. 8, pp.25-31 
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モデレーター 豊福 肇（山口大学共同獣医学部

病態制御学講座 教授）  
登壇者 Dr. Stuart Slorach  宮城島 一明 
 吉倉 廣（元コーデックス委員会副議長） 朝

倉 健司（農林水産省消費・安全局 農産安全管

理課長） 鬼武 一夫（日本生活共同組合連合会） 

門間 裕（（一財）食品産業センター 参与）   
閉会挨拶 里村 一成（京都大学医学研究科 健康

政策・国際保健学 准教授） 

CCFH（コーデックス食品衛生部会）の動向 豊

福肇（山口大学教授） 
パネルディスカッション 

ジョン研究センター特任研究員） 登壇者（敬称

略）： 
Eva Maria ZAMORA ESCRIBANO（基調講演者

１）  
Ella STRICKLAND（基調講演者２） 
Jerome Lepeintre（基調講演者３） 
 辻山弥生（農林水産省調査官、コーデックス副

議長） 
 豊福肇（山口大学 共同獣医学部教授） 

セッション 2 パネルディスカッション 
（コーディネーター） 国立医薬品食品衛生研究

所 所長 川西 徹 
 （パネリスト） 
・世界保健機関（WHO）食品安全部 部長 宮城

島 一明 
・東京農業大学 応用生物科学部 教授 五十君 
靜信 
・山口大学 教授 豊福 肇 
・食品安全委員会 委員 吉田 緑 
・国際食品安全コンサルタント 山田 友紀子 
・国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部 客
員研究員 河村 葉子 
・国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研

究センター 病理部 第一室長 梅村 隆志 
目的 国連の FAO（国連食糧農業機関）及び WHO（世

界保健機関）により設置された、国際食品規格

の策定機関であるコーデックス委員会は、今年

50 周年を迎えました。本シンポジウムはこれを

機に、コーデックス委員会のこれまでの活動を

振り返り、その功績を確認するとともに、食品

安全を取り巻く今後の国際環境を展望すること

で、我々がコーデックス委員会との関係のなか

で、直面する課題を特定し、さらに、それらへ

の対応を検討することを目的とします。現在

TPP 交渉等で、国際的貿易やそこにおける国際

基準への社会的関心が高まっておりますが、本

シンポジウムは、コーデックスにおける国際食

品規格の重要性について専門家だけでなく一般

消費者も含めて広く議論を共有することも大き

な目的です。 
基調講演とパネルディスカッションには、当分

野における大変著名な専門家をお招きできる運

びとなりました。スローラック氏はコーデック

スの元議長であり、在任中、コーデックスでは

初となる第三者評価を受けて、数々のコーデッ

クスの制度改革に尽力されました。また、宮城

島氏は、コーデックス事務局長、OIE の科学技

術部長及び事務局次長を歴任し、現在 WHO の

食品安全・人畜共通感染症部長を務めており、

この分野の実態における課題について深い経験

と知見をお持ちです。基調講演では、この両専

門家により、コーデックスのこれまでの功績と

今後の課題を展望するとともに、対応策、方向

食品安全の確保は重要課題である。食品がグロ

ーバルに流通し、輸入に依存する日本にとって、

国内の管理体制やアプローチが国際的にも整合

性をもつことは重要である。しかしながら、コ

ーデックス規格の内容についても、その作成過

程についても、広く認識されているとは言い難

い現状にある。そこで、本シンポジウムでは、

実際にコーデックスの現場において活躍する、

コーデックス事務局のアンナマリア・ブルーノ

氏や、本年コーデックス副議長に日本から選出

された辻山弥生氏等から、最新のコーデックス

における活動やその課題の現状について紹介し

てもらうことにより、コーデックスの認知度を

上げるとともに、日本にとってのコーデックス

の意義に関して広く一般に周知することを目的

とする。 

本シンポジウムは、日本にとってのコーデック

スへの取り組みの検討に資するよう、EU の食品

安全の担当者から、EU におけるコーデックスへ

の取り組み等を紹介してもらうことで、コーデ

ックスに関する理解を深めるとともに、議論を

共有する場を提供することを目的として開催し

た。背景には、コーデックスにおける交渉でも

重要なアクターである EU が、どのような視点

でコーデックスをとらえているのか、コーデッ

クス対応がどのように構築されているのか、を

理解することは、国際食品規格策定のプロセス

を理解する上でも、日本のコーデックス戦略を

考えるうえでも重要なためである。 

コーデックス委員会の策定する国際的な食品の

規格基準は、FAO と WHO が合同で運営する専

門家会議*によるリスク評価結果や勧告に基づ

いている。本専門家会議は、科学的中立性を求

められ、その決定事項は、各国の食品安全政策

に大きな影響を及ぼす重要なものである。 

本シンポジウムでは、これら専門家会議の事務

局の一翼を担う WHO から担当部長を招き、そ

の活動や目的を概説するとともに、これまで、

これらの専門家会議に参加経験のある諸氏を招

き、経験を共有する。参加者には、これらの専

門家会議の活動に参加することにより、間接的

に国際的な食品規格の策定に貢献できること、

本活動に対する日本人の積極的な貢献が求めら

れていることを知ってもらうことを目的とす

る。 
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性の示唆、問題提起をしていただきます。 
続くパネルディスカッションでは、まず、これ

まで長年にわたってコーデックス委員会に日本

政府代表団として参加されている朝倉農林水産

省消費・安全局農産安全管理課長から、日本政

府のコーデックス委員会へのこれまでの取組み

についてご説明いただきます。そして、日本の

コーデックス活動において様々な側面から尽力

されております有識者をお迎えして、コーデッ

クスの重要性を確認するとともに、日本がいか

にコーデックスと戦略的に向き合っていけばよ

いのか、短期的、長期的な視野で議論を行いま

す。 
特記事項 コーデックスのウェブサイトでも、本シンポジ

ウムについてコーデックス 50 周年を祝うサイ

トで紹介された 
リンク切れ。 

  
 

 

（２）H29年度～R3 年度 

 
 H29 年度 H30 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
日時 2018 年 3 月 9 日（金）東京大学本郷キャンパス  

ダイワハウス石橋信夫記念ホール 
2019 年 3 月 6 日（水）東京大学本郷キャンパス 
ダイワハウス石橋信夫記念ホール 
 

2020 年 11 月 27 日（金）オンライン開催（会場

から配信） 
2021 年 9 月 9 日オンライン開催（会場から配信） 

タイトル 国際シンポジウム：コーデックス委員会の将来の

展望と課題 
 （ Future Prospects and Challenges in Codex 
Alimentarius）17 

シンポジウム：コーデックスにおける日本の貢

献と今後の課題 
 

オンライン開催：食品安全確保の強化を目指して

－WHO の食品安全決議をふまえた日本の取り組

み 

「今後の衛生管理に果たすHACCPの役割－コー

デックスからのメッセージと国内完全施行の先」 

主催・後

援・協力 
【主催】厚生労働科学研究「国際食品規格策定プ

ロセスを踏まえた食品衛生規制の国際化戦略に

関する研究」研究班（代表：川西徹 国立医薬品

食品衛生研究所長） 
【共催】厚生労働省 農林水産省 消費者庁 東京

大学政策ビジョン研究センター 

【主催】厚生労働科学研究「国際食品規格策定

プロセスを踏まえた食品衛生規制の国際化戦

略に関する研究」研究班（代表：渡邉敬浩 国

立医薬品衛生食品研究所安全情報部 第一室

長） 
【共催】厚生労働省、東京大学政策ビジョン研

【主催】厚生労働科学研究「食品行政における国

際整合性の確保と食品分野の国際動向に関する

研究」研究班（代表：渡邉敬浩 国立医薬品食品

衛生研究所安全情報部 第一室長） 
【共催】厚生労働省、東京大学未来ビジョン研究

センター 

【主催】厚生労働科学研究「食品行政における国

際整合性の確保と食品分野の国際動向に関する

研究」研究班（代表：渡邉敬浩 国立医薬品食品

衛生研究所安全情報部 第一室長） 
【共催】厚生労働省、農林水産省、東京大学未来

ビジョン研究センター 

 
17 http://pari.u-tokyo.ac.jp/events/201803/pari/event-8704/ 

開催報告 http://pari.u-tokyo.ac.jp/events/201803/pari/event-8704/report-10182/ 

開催報告 松尾真紀子、小島三奈「開催報告 国際シンポジウム～コーデックス委員会の将来の展望と課題～」『食品衛生研究』Vol. 68, No.10, pp.31-37 
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究センター  
プログラ

ム 
司会進行：松尾 真紀子(東京大学）  
開会挨拶 川西徹(国立医薬品食品衛生研究所 
所長）  
講演 1 コーデックスの今と未来 
Tom Heilandt（トム ハイランド）氏 コーデック

ス事務局長 
Guilherme Costa（ギリアム コスタ）氏 コーデ

ックス委員会議長 
講演 2 食品輸出入検査・認証制度部会のこれま

での活動と今後の展望 
Fran Freeman（フラン フリーマン）氏 豪州農務

省、コーデックス食品輸出入検査・認証制度部会

新議長 
講演 3 食品表示部会のこれまでの活動と今後の

展望 
Paul Mayers（ポール メイヤーズ）氏 カナダ食

品検査庁、コーデックス食品表示部会前議長 
総括及び閉会挨拶 
豊福 肇氏 山口大学共同獣医学部（研究班研究

分担者） 

全体司会：松尾真紀子(東京大学)  
開会挨拶 渡邉 敬浩（国立医薬品食品衛生研

究所 安全情報部 第一室長） 
講演 「コーデックスとは、日本への期待」 
宮城島一明（世界保健機関食品安全・人畜共通

感染症部長） 
講演 「コーデックスへの日本の貢献、次世代

への期待」 
吉倉 廣（厚生労働省医薬・生活衛生局参与） 
パネルディスカッション 
冒頭講演 ジェームス・マリアンスキー（元米

国食品医薬品局 バイオテクノロジー・コーデ

ィネーター） 
パネル：ジェームス・マリアンスキー、宮城島

一明（世界保健機関）、吉倉 廣（厚生労働省）、

豊福 肇（山口大学） 
ファシリテーション：松尾真紀子（東京大学） 
総括及び閉会挨拶 原田 英治（厚生労働省医

薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 国
際食品室長） 

全体司会：松尾真紀子(東京大学)  
開会挨拶 渡邉 敬浩（国立医薬品食品衛生研究

所 安全情報部 第一室長） 
WHO における Food safety に関する取り組みと日

本への期待 
山本尚子, WHO ユニバーサル・ヘルス・カバレッ

ジ／健康づくり担当事務局長補 
基調講演：WHO の Food Safety Resolution の概要 
山本ライン, WHO ユニバーサル・ヘルス・カバレ

ッジ／健康づくり局、栄養・食品安全部サイエン

ティスト 
WHO 決議をふまえた厚労省の取り組み 
扇屋りん, 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛

生・食品安全企画課 国際食品室長 
Food Safety における新しい技術の研究 
豊福 肇, 山口大学 共同獣医学部 教授 
食品に起因する疾病の負荷推計に関する研究 
熊谷優子, 和洋女子大学家政学部 健康栄養学科 
教授 
高齢者の『健康な食へのアクセス』に関連する要

因の検討 
太田亜里美, 新潟県立大学 人間生活学部 健康

栄養学科 准教授 
山本尚子 WHO 事務局長補からのコメント 
閉会挨拶 渡邉敬浩, 国立医薬品食品衛生研究

所 安全情報部 第一室室長 

全体司会進行：松尾 真紀子（東京大学 公共政策

大学院 未来ビジョン研究センター 特任准教授） 
開会挨拶 渡邉 敬浩 (国立医薬品食品衛生研究

所 安全情報部 第一室長) 
「改訂されたコーデックス食品衛生の一般原則

ガイドラインについての見解」 
Emilio Esteban （CCFH 議長、USDA：米国農務

省） 
「コーデックス食品衛生の一般原則の改訂ーコ

ーデックス委員会副議長及び改訂作業部会議長

としての見解」 Steve Wearne（コーデックス委

員会副議長、FSA：英国食品基準庁） 
「コーデックス委員会の食品衛生の一般原則の

改訂の要点と日本の食品事業者に求められる対

応」 豊福 肇 （山口大学 共同獣医学部 教授） 
「厚生労働省におけるHACCP 制度化への取り組

み」三木 朗（厚生労働省医薬・生活衛生局食品

監視安全課長） 
「農林水産物・食品の輸出促進について」道野 英
司（農林水産省大臣官房審議官）「GFSI と食品安

全マネジメントシステム認証プログラム」  
湯川 剛一郎（湯川食品科学技術士事務所 所長、

FSSC 22000 日本代理人）「日本食品衛生協会にお

ける食品事業者への HACCP 実施の支援」 鶴身 
和彦（公益社団法人日本食品衛生協会、公益事業

部長） 
閉会挨拶 扇屋 りん（厚生労働省 医薬・生活

衛生局 生活衛生・食品安全企画課 国際食品室

長） 
目的 厚生労働省・農林水産省・消費者庁は、厚生労働

科学研究「国際食品規格策定プロセスを踏まえた

食品衛生規制の国際化戦略に関する研究」研究班

との共催で、３月９日にダイワハウス石橋信夫記

念ホール（東京都文京区）で、国際シンポジウム

「コーデックス委員会の将来の展望と課題」を開

催します。 コーデックス委員会は、1963 年にＦ

ＡＯ（国連食糧農業機関）とＷＨＯ（世界保健機

関）が合同で設立した政府間組織です。消費者の

健康を保護し、公正な食品貿易を保証するため

に、国際標準となる食品の規格（コーデックス規

格）や基準・ガイドラインなどを定めています。 
今回のシンポジウムではコーデックス委員会議

長を始めとする講師の方々に、コーデックスの今

グローバル化による国際貿易が拡大するなか、

コーデックスが目的とする、消費者の健康保護

と公正な食品貿易の確保はますます重要にな

っています。特に、昨今の環太平洋パートナー

シップに関する包括的及び先進的な協定

（TPP11 協定）及び日 EU 経済連携協定が発効

され、一方で米国のように二国間交渉を重視し

ようとする動きも顕著となっており、世界はま

さに大きな変化の中にあります。こうした地域

枠組みやバイラテラルの動きが強まる中、日本

が、コーデックスのような国際的な多国間の枠

組みとどう向き合っていくのかは大きな課題

と言えます。 
本シンポジウムでは、コーデックス事務局長、

世界保健機関（WHO）の総会では、2000 年以降、

10 年ごとに食品安全決議を採択してきました。

本年はその節目の年であり、新たに「食品安全決

議・食品安全への取り組みの強化（Food Safety 
Resolution：Strengthening efforts on food safety）」
を採択しました。 
食の安全の問題は、グローバル化の進展、気候変

動のような長期的課題、SDGs を重視する新たな

価値観への対応、新規技術・イノベーションの導

入などの新たな課題に加えて、従来からの食への

アクセス・栄養の確保といった根本的な問題な

ど、様々な問題を包含します。このため、その解

決には、国際機関・国・事業者・消費者が多層的

に議論し、問題認識の共有をしていくことが求め

2020 年に、コーデックス委員会では食品衛生の

一般原則（HACCP を含む）が改訂されました。

また、日本では食品衛生法に基づく HACCP に沿

った衛生管理が 2021 年 6 月 1 日完全施行されま

した。世界中で、GFSI（国際食品安全イニシアチ

ブ）でベンチマークされた、HACCP を含む食品

安全マネジメントシステムの第 3 者認証が広ま

りをみせています。 
こうしたことから、国内はもちろん、食品を輸出

するためには、一般衛生管理の確実な実施と

HACCP システムの実施は必須となっています。 
 
本シンポジウムは、コーデックス委員会（※）に

おける「食品衛生の一般原則」の改訂をふまえ、
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と未来や、各部会のこれまでの活動や今後の展望

についての講演を行っていただきます。 
OIE（国際獣疫事務局）の科学技術部長及び事

務局次長を歴任し、現在 WHO 食品安全・人畜

共通感染症部長である宮城島一明氏と、コーデ

ックス・バイオテクノロジー応用食品特別部会

議長及びコーデックス委員会副議長を務めた

吉倉廣氏の二名に基調講演をしていただき、そ

れに続くパネルディスカッションでは、お二人

に加え、元米国食品医薬品局 バイオテクノロ

ジー・コーディネーターのジェームス・マリア

ンスキー氏及び山口大学共同獣医学部教授の

豊福肇氏を招いて議論します。長年にわたって

コーデックスに携わってきたこれらの論者た

ちの深い知識と経験をもとに、コーデックスに

おけるこれまでの日本の貢献を振り返ってい

ただくともに、変化する国際環境の中で日本の

次世代が主体的にかじ取りし、さらなる貢献を

していくうえでの課題と期待について議論し

ていただきます。 

られます。WHO 総会で食品安全決議が採択され

た本年は、まさに、WHO やコーデックス等の食

品安全を担う国際機関、そして日本を含む各国の

公衆衛生担当省庁が、数ある公衆衛生の課題のな

かで、食品安全分野にどのように取り組めばよい

のかを検討する、重要なタイミングと言えます。 
本シンポジウムは、WHO における食品安全に関

する取り組みの進展と今回の食品安全決議をふ

まえ、現在我々が直面している問題や、将来的に

取り組むべき新たな課題を十分に関係者間で共

有することを目的としています。まず、第一部で

は、WHO の事務局長補（Universal Health Coverage 
/ Healthier Populations）の山本尚子氏から、本食

品安全決議の意義と日本への期待を述べていた

だき、その後、WHO のユニバーサル・ヘルス・

カバレッジ／健康づくり局、栄養・食品安全部の

山本ライン氏より基調講演で食品安全決議の具

体的内容についてご講演いただきます。 
続く第二部では、本シンポジウムを主催する厚生

労働行政推進調査事業費補助金 食品の安全確

保推進研究事業の研究班が、本決議の動向を踏ま

えて昨年度実施した研究課題の背景と目的につ

いて厚生労働省国際食品室の扇屋りん室長から

ご説明いただいたうえで、それぞれの研究分担者

（山口大学 豊福肇 教授、熊谷優子 和洋女子大

学 教授、太田亜里美 新潟県立大学 准教授）か

ら、ご報告いただきます。 

現在 HACCP 先進国、また日本が直面している問

題や、将来的に取り組むべき新たな課題を十分に

関係者間で共有することを目的として開催しま

す。 

特記事項 コーデックスのウェブサイトでも、本シンポジウ

ムについてニュースで紹介された。 
「Japan solidifies its Codex Symposium tradition」掲

載記事（2018 年 3 月 16 日） 
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-
and-events/news-details/pt/c/1107530/ 
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